
「パートナーシップ構築宣言」は
強い経済と社業発展の礎

総合調査部　主席研究員　加藤 大典（かとう だいすけ）

　パートナーシップ構築宣言（以下、「宣言」）とは、事業者
が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中
小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代
表権のある者の名前」で宣言するものである。
　2025年春闘に先立ち、2025年1月に経済3団体（経団
連、日商、経済同友会）が「社会全体における『価格転嫁の
商習慣』の定着に向けて」と題する共同要請を公表した。
共同要請では、サプライチェーン全体を強靭化し、付加価
値を拡大するためには、日本の強みである大企業と中小
企業の共存共栄関係の再構築が不可欠との認識が示さ
れ、宣言の趣旨の徹底と実行、未宣言企業への参画を呼
びかけた。

　2025年2月に、内閣府と中小企業庁が宣言に関する
フォローアップを行っている。政府資料によると、2025年1
月末時点で5.9万社が宣言し、直近1年間で2万社程度増
加した（資料1）。2025年3月末では6.3万社となっている。
　一方で、同じ政府資料によると大企業の宣言率は22％
程度に留まるほか、経団連の資料によると業界団体別の
宣言率は約5～100％とバラツキが大きい。また政府は、

経済3団体は「価格転嫁」を呼びかけている

価格転嫁を進めるためには、宣言拡大が重要

宣言済と未宣言の企業を比べると、宣言済企業のほうが
価格交渉や価格転嫁への対応が良好であると分析し、価
格転嫁を更に進める観点で、宣言拡大に向けた取組の継
続が重要であるとしている。これらを踏まえると、大企業
の未宣言企業の主体的な参画や、関連省庁や業界団体等
による未宣言企業への働きかけが期待される。

　政府は、宣言するインセンティブとなるよう、宣言企業
に対する補助金での加点措置や優遇税制等を行ってきて
いる。一例として「賃上げ促進税制」がある。これは、賃上
げや人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、雇用
者給与等支給額の前年度からの増加額の一定割合を、法
人税額又は所得税額から控除する税制である。政府はこ
うしたインセンティブを今後も随時拡充していく方針で
あり、2025年6月を目途に宣言ポータルサイト上でわか
りやすく周知していく予定としている。

　企業として、インセンティブは活用したい。しかし、イン
センティブの活用ありきで、宣言を形式的に手続きするこ
とや、ましてや宣言にもとる行為をすることは問題であ
る。残念ながら一部の宣言企業は、下請法への抵触によ
り、パートナーシップ構築宣言のポータルサイト上での宣
言公表が取りやめとなっている。2020年度1社、2023年
度3社、2024年度は７社ある。不適切な取引を行う企業
が宣言を継続することは適切ではなく、企業の宣言内容
の遵守意識を高めるため、2025年2月に「パートナーシッ
プ構築宣言公表要領」が改正された。具体的には、宣言の
掲載取りやめ事由として、従来の「宣言企業が宣言を履行
していないとき」に加え、今回「下請法の勧告や独占禁止
法の排除措置命令を受けたとき」や「宣誓内容の遵守に
疑義がある場合で、業所管省庁からの説明の求めに対し
十分な説明を行わないとき」等も追加された。
　ところで、宣言企業の社員は、自社が宣言していること
を知っているだろうか。約1年前のデータだが、中小企業庁

「パートナーシップ構築宣言取組状況アンケート結果概要」
（2024年1月）によると、「社内全体に対する宣言の周知
（複数回答）」を多くの企業が何らかの方法で実施してい

宣言するメリットは今後拡充される予定

宣言の掲載が取りやめとなることがある

資料1 宣言企業数の推移

（出所）�内閣府・中小企業庁「パートナーシップ構築宣言に係る取組状況及び今後の方向
性について」（2025年2月21日）および、宣言のポータルサイト（https://www.
biz-partnership.jp/index.html）（2025年4月1日朝閲覧）より第一生命経済研
究所作成
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る一方で、「周知方法を検討中」と答えたのが大企業で
13.7％、中小企業で25.8％、「周知していない」が同
8.9％、同18.2％あった。宣言が社内で周知されていなけ
れば、宣言の遵守はそもそも期待できない。

　賃上げ促進税制を適用するためには、一定規模以上の
法人等は「マルチステークホルダー方針」の公表等が必
要になる。「マルチステークホルダー方針」とは、賃金の引
上げ、教育訓練等の実施、取引先との適切な関係の構築
等の方針を記載するものである。方針の中に宣言に関連
して「パートナーシップ構築宣言の内容遵守に、引き続
き、取り組んでまいります」「なお、パートナーシップ構築
宣言のポータルサイトへの掲載が取りやめとなった場
合、マルチステークホルダー方針の公表を自主的に取り
下げます」と記載する必要がある。つまり、人事部門や経
理部門が本税制を活用しようとしても、調達部門が下請
法に抵触する等で宣言が取りやめになると、本税制を適
用できない。視点を変えて、労使交渉の場を考えてみる。
例えば労働組合は、本税制を経営が活用しているか、そ
もそも宣言しているか、宣言を遵守し誇りを持って働くこ
とのできる職場・会社となっているか等を点検し、必要に
応じて経営への提言や経営からの説明を求めることも可
能だろう。

　いち早く宣言しパートナーシップ構築に取り組んでき
ている企業も、代表者が交代しているかもしれない。宣言
で求められる内容も、2024年11月に「振興基準」の改正
を踏まえ、宣言のひな形の改正がなされている。経営トッ
プをはじめ社員全員が宣言に常に意識を向けることは、
組織の縦割りや部分最適をなくし、労使関係を含めた社
内の一体感の醸成、社員の誇りや働きがいの向上、取引
先からの信頼の確保など、社業発展の礎を築くことにも
つながろう。

　公正取引委員会と中小企業庁は、適切な価格転嫁を我
が国の新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着

「賃上げ促進税制」を例に宣言を考えてみる

宣言の社内での周知徹底は社業発展の礎に

透明でフェアな取引を

させていくための取引環境を整備する観点から、優越的
地位の濫用規制の在り方について、下請法を中心に検討
することを目的として、2024年7月以降「企業取引研究
会」を開催し、同年12月に報告書を取りまとめた。現在、
報告書を踏まえた下請法の改正等が進められているが、
宣言の趣旨や背景等の理解の一助として、報告書の「お
わりに」を抜粋して紹介し、本稿を終えたい（資料2。下線
は筆者）。

資料2 企業取引研究会報告書（抜粋）

　弱い者達が夕暮れ さらに弱い者をたたく その音が
響きわたれば ブルースは加速していく 見えない自由
がほしくて 見えない銃を撃ちまくる 本当の声を聞か
せておくれよ」（注）

　今から 30 年ほど前にヒットした曲の一節である。
今回、現代に生きる私たちが改めてこの歌詞を聞くと
き、私たちに問いかけられ続けている課題があるので
はないだろうか。本研究会が議論をしてきたテーマに
おいて「弱い者達」とは、企業規模の大小を問わず、
商品やサービスの価値向上を追求し、顧客に対してそ
の価値に見合う対価を訴求するという本筋での努力を
避け、自社の商品やサービスの価格を据え置く原資を
確保するため、取引上の「強い立場」を利用して立場
の弱い「受注者」や「労働者」の仕事の価値を評価す
ることなく、買いたたく者のことである。このような

「弱い者達」が連鎖して出来上がるサプライチェーンが、
果たして強い経済を生むのだろうか。強い経済を産み
出す礎は、サプライチェーンの頂点に位置する企業だ
けでなく、サプライチェーンという広い裾野を支える
一つ一つの企業である。これらの企業が知恵と工夫を
出し合って優れた商品やサービスを創造し、競争力を
高め、成果を分かち合うという取引関係で結びつくこ
とが必要である。（中略）我が国経済の正常化を一層加
速させていくためには、この機会にこれまでの商慣習
を見直し、社会的規範（ノルム）を変えていかなけれ
ばならない。差別化された商品やサービスにより付加
価値の向上を追求し、取引先に対しても付加価値に見
合う適切な（フェアな）対価を支払うモデルへの転換
が求められているのではないか。今まさに、透明で、フェ
アな取引の在り方が問われている。

（注）作詞作曲：真島昌利。1988 年の THE BLUE HEARTS
「TRAIN-TRAIN」からの引用
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